
令和元年８月   

し尿処理手数料の料金改定の 

お知らせ 
  

消費税率の改定に伴い、令和元年１０月１日から、し尿処理手数料が現在の

１８リットル当たり２１６円から２２０円となります。 

 

し尿汲取利用券の金額 

１８０リットル券 ２，１６０円 → ２，２００円 

 ９０リットル券  １，０８０円 → １，１００円 

 １８リットル券    ２１６円 →   ２２０円 

 

 

○令和元年９月３０日までに汲み取りされる場合は改定前の料金となります。 

○令和元年１０月１日以降の汲み取りは改定後の料金となります。 

○使用しなくなった「し尿汲取利用券」は、市役所または各支所で還付請求を

行ってください。（売捌所や㈱日映今津では還付請求できません。） 

 ・還付は後日指定口座に振り込みとなります。その場で現金の返金はできま

せん。 

 ・還付請求はし尿処理手数料還付請求書を提出していただきます。請求書に

は請求者名、振込口座の記載および押印が必要です。 

 ・還付請求には請求を行うし尿汲取利用券を添付してください。 

○旧券と新券の差額を現金で支払うことはできません。 

○改定後の「し尿汲取利用券」は９月中に事前購入することはできません。  

１０月１日以降に市役所環境政策課、各支所および売捌所で購入して下さい。 

○９月末はし尿汲み取りが混み合う恐れがあります。お早目にご予約をお願い

致します。 

  予約連絡先 ㈱日映今津 TEL２２－２７８７ 

 

 
問合せ先 

 高島市環境部環境政策課 

  電話 ２５－８１２３ 


